
「法教育」出前授業、 
ぜひお申し込みを！ 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施期間 平成 24年 4月～平成 26年 3月 

 

新学習指導要領にも採用された「法教育」。現実社会の中で「考える力」、「生きる力」を育

むための法教育授業に、京都弁護士会が全面協力します。学校まで出向いて、弁護士が出前授

業をいたします。 

この度、実施期間を平成２６年３月まで延長し、高校だけでなく、中学校も無料で出前授業

を受けられるようになりました。この機会にぜひ、お試しください。 

申込書は裏面です。お問い合わせもお気軽にどうぞ。 

 

出前地域 
京都府内全域の中学校・高校（公立・私立を問いません）。１クラス（１

コマ）単位でも、同時に複数クラスでもお申込み頂けます。 

メニュー 

下記の中からお選びください。（  ）内は例です。 

① 弁護士の仕事とは（テレビでは分からない本当の姿） 

② 男女間の法律問題（デートＤＶって知ってますか） 

③ 身近で起こる人権の衝突（ブログでいじめの記事が書かれたら・・・） 

④ 労働問題（アルバイトだから仕方ない？ 働く君達の権利を知ろう） 

⑤ 消費者問題（契約って何？だまされないための知恵） 

⑥ 多重債務問題（破産ってどんなこと？） 

⑦ 少年事件（逮捕されたらどうなるの？） 

⑧ 刑事・裁判員（将来、裁判員になったら・・・） 

⑨ 交通事故（事故を起こした時の正しい知識と対応） 

⑩ 家族・親子の法律問題（婚約・結婚・離婚） 

⑪ その他（対立と合意、ルールの意義、社会生活における物事の決定の仕方等） 

料  金 無 料 

 

 

 

 お問い合わせ・お申し込み先 

きっとあるあなたを支える法と智恵 〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル 

京 都 弁 護 士 会 TEL 075－231－2337  FAX 075－223－1804 

法教育担当事務局までお気軽にお問い合わせください。 


